
標準引越運送約款 3 3 170

この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し
切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに
適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあ
らかじめ告知した場合には、適用されません。

当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運
送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運
送機関を利用して運送することがあります。

時

ず とき

（連絡運輸又は利用運送）

（運賃及び料金）

（連絡運輸又は利用運送の際の責任）
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の

行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上
の責任は、この運送約款により当店が負います。

運送に適する設備がないとき。

若しく

又は

577号


